
  

 

               入札説明書  

 

 

1 公告日   平成 27 年５月２２日  

 

2 契約担当窓口 岡山県倉敷市玉島陶 5515-1 

        有限会社 スカイファーム 担当 高田  

        電話 0865-26-8471 FAX0865-26-8516  

 

3 参加資格の確認等  

  本競争入札の参加希望者は、一般競争入札公告に掲げる参加資格を有する  

 ことを証明するため、次のとおり参加資格審査申告書を前項の契約担当窓口  

 に提出し、参加資格の有無について確認を受けなければならない。  

  なお、期限までに申告書を提出しない者、ならびに参加資格がないと認め  

 られた者は、本競争入札に参加できないものとする。  

 （1） 提出期間 平成 27 年５月２２日（金）から平成 27 年６月５日（金） 

         土日祝祭日を除く毎日、午前９時から午後５時まで  

          

 （2） 提出場所 2 に同じ  

 （3） 提出方法 申請書の提出は、持参若しくは郵送により行う。  

 （4） 参加資格確認通知  

    一般競争入札参加資格申請書の到着日の翌日までに、電子メールにて  

    通知する。 

 （5） 申請書の作成 申請書は、一般競争入札公告に沿って別紙様式 1 によ 

           り作成すること。 

   ア .建築工事施工実績を添付する  

   イ .一級建築士又は一級建築施工管理技士登録証（写）、有資格者名簿  

    

 （6） その他  

   ア .提出された一般競争入札参加資格審査申請書は、返却しない  

   イ .一般競争入札参加資格審査申請書及び関係様式は、当社ホームページ  

    において入手することが出来る  

 

 



4 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明  

  入札参加資格がないと認めた者は、契約担当窓口に対して参加資格がない  

 と認めた理由について、次のとおり書面（様式は自由）により説明を求める  

 ことが出来る。  

 （1）提出期限 平成２７年６月５日（金） 正午まで  

 （2）提出場所 2 に同じ  

 （3）提出方法 書面は、電送（FAX 送信）によるものとする  

 （4）契約担当窓口は、説明を求められた時は、平成２７年６月５日（金）  

までに説明を求めた者に対し書面（FAX 送信）をもって回答する 

 

5 現場説明会  

  実施しません  

 

6 入札及び開札の日時及び場所等  

  入札者は、次の日時・場所に出頭し、指示に従って入札書を提出する  

 （1）日時 平成２７年６月８日（月）午前１０時  

 （2）場所 有限会社 スカイファーム 

        岡山県倉敷市玉島陶 5515-1 

        TEL  0865-26-8471 

 （3）その他  

  ア .入札に当たっては、参加資格があることを認められた確認通知書を持参  

   し、事前に提示すること  

  イ .代理人が入札するときは、委任状を事前に提出すること（別紙様式）  

 

7 入札の方法  

  入札者は、下記の事項に注意し、厳正に入札を行う。  

 （1）入札書の様式は、別紙様式 3 のとおりとする  

   ア .工事入札金額（消費税を含まない）  

   イ .法人名・代表者・法人印  

   ウ .入札年月日を記入する  

 （2）入札回数は３回までとする  

 （3）入札保証金の納付は必要ない  

 （4）入札の無効   

     次の各号に該当する者の入札は、無効または失格とする 

  ア .入札参加資格のない者  

 



  イ .代理人で委任状を提出しない者  

  ウ .入札に必要な事項を記載しない者 

  エ .同時に２つ以上の入札書を提出した者  

  オ .入札に関して不正な行為を行った者 

  カ .入札の時間に遅れてきた者  

（5）工事内訳書の提出  

  ア .工事内訳書を最初の入札書と同時に提出すること  

  イ .工事内訳書は、返却しない  

 

（6）最低制限価格  

    最低制限価格を設定する  

 

（7）落札者の決定方法  

  ア .予定価格の制限と最低制限価格の範囲内で最低価格者をもって、落札  

   者とする  

  イ .最低価格入札者が２人以上ある時は、くじにより落札者を決定する  

  ウ .予定価格に達しない場合は、最低入札者と協議し決定する 

 

８契約手続等  

（1）落札者は、落札決定の日から７日以内に契約書案を提出しなければな  

  らない  

（2）上記期間内に契約書案の提出がない場合は、落札者又は契約の相手方  

  としての権利を放棄したものとみなすことができる  

 


